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第１章 計画の概要 

第１節 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の背景 

わが国では、少子高齢化が進行し、総人口が減少を続ける一方で、高齢者人口は大幅に増

加しています。本市におきましても、令和４年度末時点で高齢化率が 28％を超えており、今後に

おいても高齢化はさらに進行していく見込みです。 

そのため、支援を必要とする高齢者を地域で支え、住み慣れた地域で暮らし続けることができる

よう、事業者を含めた地域の関係者と、地域の実情や介護ニーズの見直しを共有し、自立支援、

介護予防、重度化防止の推進や日常生活を支援する体制の整備を図っていくことが重要となって

います。 

このようなことから本市では、高齢者に関する保健、福祉施策と介護保険施策の密接な連携の

もと、「地域共生社会の実現」を目指し、総合的、体系的に実施していくため、『太宰府市高齢者

支援計画（高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）』を策定しました。 

 

２ 計画の期間 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）度を見据え、団塊ジュニア世代が 65

歳以上となる令和 22 年（2040 年）度までの長期的な見通しを持ちつつ、介護保険法第 117

条第１項の規定に基づく、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とします。 
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第２章 本市の現状 

第１節 人口と高齢者の様子 

１ 人口の様子 

本市の人口は、令和元年の 71,598 人から令和５年には 71,298 人となり、300 人減少して

いますが、４年齢区分別でみると、75 歳以上の人口のみ増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        各年 10 月住民基本台帳 

２ 高齢者の世帯の様子 

高齢者のいる世帯は、平成 27 年の 11,493 世帯から、令和２年には 12,486 世帯となり、

993 世帯増加しています。特に高齢独居暮らし・高齢夫婦のみ世帯が増加しています。 
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３ 認定者数と認定率の推移 

認定者数は、平成 28 年で 2,925 人となっていましたが、令和４年には 3,387 人となり、６年

間で 462 人（年平均 77 人）の増加となりました。 

また、要介護度別に見た認定者数の増加率は、要支援１・２が 124％、要介護１・２が

111％、要介護３-５が 113％となっていることから、本市では、要支援認定者数の増加が、認

定者数全体の増加の要因となっていると考えられます。 
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第２節 地域課題や地域特性のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

⚫ 高齢者の年齢階級別人口では、令和３年度時点では前期高齢者と後期

高齢者がほぼ同数でしたが、令和７年度は前期高齢者よりも後期高齢者

が 1.5 倍多くなっています。 

⚫ 世帯状況でも、令和２年の国勢調査では、高齢独居世帯が 3,490 世帯

で５年前より 1.26 倍増加しています。 

⚫ 比較的元気な高齢者が多い印象の地域から、見守りや介護を必要とする高

齢者が多い地域に変化しつつあり、その対策は急務かつ、必要量が急激に

増加すると考えられます。 

⚫ 介護給付費は増加しており、平成 28 年から令和４年の伸びは、1.14 倍の

増加となっており、特に在宅サービスの増加が 1.21 倍となっています。 

⚫ 介護人材の確保策については、介護職員の処遇改善等の取組が実施され

ていますが、いまなお介護分野の有効求人倍率は高い水準を維持していま

す。 

⚫ 本市は、今後も高齢化が進むことから支援を要する人は増加する一方で、若

い世代の減少は、高齢者を支える世代の減少であると同時に、医療や介護

の専門職の減少にもつながっていきます。 

⚫ 専門職サービスの需要は高まりますが、供給量は減少するため、これまで確

保できていた専門職によるサービスが確保できなくなると考えられます。 

⚫ 必要とする人が、必要なサービスを利用できる体制を維持していくためには、

地域住民の支援による効果的な予防活動等に努めるとともに、支援を要さ

ない高齢者を増やしていく必要があります。 

年齢構成の変化に伴うニーズの変化・多様化への対応 

給付は伸び続け、介護現場は進化を求められ続けている 

まちの人口推移から見えたサービスの需給バランス 
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第３章 計画の将来像 

第１節 計画の目指す姿 

１ 基本理念 

本計画は、第４次太宰府市地域福祉計画の基本理念である「みんなで支え合い、居場所と

出番のある福祉のまちづくり ～ 支え合う一人ひとりが主人公 ～」の実現に向けた高齢者保健

福祉の個別計画・実施計画としての位置づけを持つものとなります。 

そのため、本計画は、高齢者とその家族の視点に立ち、住み慣れた地域で安心して暮らし続け

ることができる「地域包括ケアシステムの実現」を目指し、目標を住民や関係者と共有することにより、

総合的、かつ、計画的に推進することを目的に策定するとともに、以下のような基本理念を設定し、

その実現に向けて総合的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

太宰府市高齢者支援計画（高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画） 

 基本理念 

 

   
  

 

第４次太宰府市地域福祉計画 

 基本理念 

 
みんなで支え合い、居場所と出番のある 

福祉のまちづくり 

～ 支え合う一人ひとりが主人公 ～ 

地域で支え合い 高齢者が安心して 

いきいきと暮らせるまちづくり 
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第２節 基本方針の達成に向けた重点的な施策の推進 

１ 自立支援・重度化防止に向けて高齢者を支援できる地域づくり 

本市では、地域住民の互助による活動と、介護予防が必要な高齢者に対する介護予防事業

を、地域包括支援センターが中核となり、地域と一体となって推進していくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者の生活実態の把握から相談・調整、つなぎの流れの加速化と拡充 
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２ 介護サービスの質の向上と介護現場の負担軽減 

本市では、介護給付等費用適正化事業や介護サービス事業所への指導を通じて、介護サービ

スの質の向上を図ります。また、介護現場の生産性の向上の取り組みにより働く環境が改善され、

介護現場職員の負担軽減に繋がる環境整備を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護給付等費用適正化事業の推進と介護現場の負担軽減のための環境整備 
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＊法定６年に１回を３年に１回実施 
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第３節 施策推進体制 

１ 日常生活圏域の設定 

高齢者の生活を支える基盤の整備については、日常の生活を営む地域において様々なサービス

を提供する拠点の整備が必要です。 

本市においては、第８期計画に引き続き、中学校区単位の４圏域を「日常生活圏域」と設定

することで、介護サービスを求める一人ひとりが地理的条件や交通等の利便性を確保しつつ、各事

業者が提供するサービス内容を十分に吟味しながら自己決定できる、選択の幅の広い枠組みを目

指すものとします。 

また、令和２年度より、地域包括支援センターを東西 2 拠点化することで、高齢者にとって相

談しやすい体制を確保するとともに、地域性を考慮した即時対応が可能な体制を構築しました。 
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２ 施策体系図 
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 第１節 健康づくりと介護予防、生活支援の連動  

1 健康づくりの推進 
（１） 健康増進事業との連携 

（２） 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進  

2 介護予防の推進 
（１） 介護予防・生活支援サービス事業の推進 

（２） 一般介護予防事業の推進 

3 
連携と協働による在宅生活を支え

るサービスの充実 

（１） 生活支援体制整備事業の充実 

（２） 配食サービス事業の実施 

（３） 紙おむつ給付サービス事業の実施 

4 見守りサービスの充実 
（１） 緊急通報装置設置事業の実施 

（２） 見守り協定推進事業の充実 

 第２節 支援体制の充実  

1 地域包括支援センターの機能強化 
（１） 地域包括支援センター運営事業の強化 

（２） 相談体制の充実 

2 地域ケア会議の充実 （１） 地域ケア会議推進事業の充実 

3 在宅医療・介護連携の推進 （１） 在宅医療・介護連携推進事業の推進 

4 
認知症の人及び家族に対する支

援の充実 

（１） 認知症総合支援事業の推進 

（２） 認知症高齢者等事前登録制度の実施 

（３） 認知症サポーター養成事業の推進 

（４） 介護従事者への基礎研修受講の義務化への対応 

5 高齢者の権利擁護と虐待の防止 

（１） 成年後見制度利用支援事業の促進 

（２） 老人保護措置事業の実施 

（３） 緊急一時保護事業の実施 

 第３節 高齢者の活躍促進  

１ 高齢者の生きがいづくり 

（１） 生涯学習活動・生涯スポーツ活動の推進 

（２） 高齢者の生きがいづくりの推進 

（３） 高齢者の生きがいづくりの場の確保 

２ 
高齢者の就労支援と多様な働き

方の推進 

（１） 高齢者の就労支援 

（２） ボランティア活動の推進 

 第４節 安心して暮らせる環境づくり  

１ 住まいに関する支援体制の充実 
（１） 住みよか事業の実施 

（２） 住宅改修支援事業の実施 

２ 高齢者への移動支援の充実 
（１） 公共交通機関の利便性の向上 

（２） 高齢者運転免許証自主返納支援事業の推進 

３ 
災害緊急時に備えた支援体制の

充実 

（１） 避難行動要支援者避難支援制度の充実 

（２） 福祉避難所の指定・運営の推進 

（３） 非常災害対策の体制整備 

 第５節 介護サービスの充実  

 

１ 介護サービスの基盤整備 （１） 介護サービスの基盤整備 

２ 介護サービスの質の確保及び向上 
（１） 介護給付等費用適正化事業の推進 

（２） 運営指導 

３ 介護人材の確保及び資質の向上 
（１） 介護人材の確保の推進 

（２） 介護現場の生産性の向上と事業所の負担軽減に向けた取り組み  
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第４章 施策の展開 

第１節 健康づくりと介護予防、生活支援の連動 

１ 健康づくりの推進 

（１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進 

本事業は、高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規程の整備等を行い、

必要な分析を行ったうえで、75 歳以上高齢者に対する保険事業を市町村が介護保険の地域支

援事業等と一体的に実施することとされています。 

具体的には、健康診査・保健指導の実施、データ分析に基づく保健指導の推進、発症予防と

重症化予防の推進などを図ること、また、健康状態不明者の把握を行い、医療・介護サービスの

接続、通いの場を利用した相談事業、健康教育等の普及活動といった医療と健診、介護事業を

一体的に取り組み、健康寿命の延伸を目指します。 

本市においては、早期の事業開始に着手、方針に沿った事業展開に向けてデータ分析を行い、

分析結果に基づく事業立案、さらには外部委託を含めた実施体制確保を第一として、関係各課

が連携した推進を図っていきます。 

さらに、国保データベース等を活用した健康課題の分析結果を元に、ハイリスクアプローチ・ポピュ

レーションアプローチを実施しており、今後対象者の拡大を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

厚生労働省資料 
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２ 介護予防の推進 

第９期計画期間に実施する太宰府市の総合事業の構成は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・65歳以上の 

すべての高齢者 

介護予防・ 

生活支援 

サービス事業 

訪問型サービス（国基準） 

（従来の介護予防訪問介護相当） 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

通所型サービス 

（第一号通所事業） 

その他の生活支援 

サービス（第一号 

生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 

（第一号介護予防支援事業） 

訪問型サービスＡ 

（緩和した基準） 

訪問型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

訪問型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

訪問型サービスＤ 

（移動支援） 

通所型サービス（国基準） 

（従来の介護予防通所介護相当） 

通所型サービスＡ 

（緩和した基準） 

通所型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

栄養改善を目的とした配食 

住民ボランティア等の 

見守り 

訪問・通所型の一体的 

提供等の生活支援 

介護予防把握事業 

一般介護予防事業評価事業 

 

地域リハビリテーション活動支援
事業 

介護予防普及啓発事業 

地域介護予防活動支援事業 

訪問型サービス 

（第一号訪問事業） 

 
＝実施事業（サービス） 

・要支援１、２ 

・基本チェック 

リストによる 

事業対象者 

一般介護 

予防事業 
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第２節 支援体制の充実 

１ 地域包括支援センターの機能強化 

（１）地域包括支援センター運営事業の強化 

地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する

ことを目的として、介護や健康、認知症などのことだけでなく、高齢者が抱える生活全般の困りごと

に対して、適切なサービスの紹介や関係機関と連携を取りながら積極的に問題解決に取り組んで

います。 

また、高齢者虐待、悪徳商法、成年後見制度などの対応や相談窓口として早期発見・被害防

止に努め、高齢者の権利が侵害されないようにサポートしています。 

地域の実情に応じたきめ細やかな対応ができる体制強化として、令和2年度より、地域包括支

援センターの支所（サブセンター）を１か所開設し、担当圏域を市域東西としました。 

また、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種に加え、認知症地域支援推進

員を配置し、これら四職種が連携して、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよ

うにするための支援体制（地域包括ケアシステム）を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多職種協働による個別事例のケ
アマネジメントの充実と地域課

題の解決による地域包括ケアシ

ステムの構築

早期診断・早期対応等により、
認知症になっても住み慣れた地

域で暮らし続けられる支援体制

づくりなど、認知症施策を推進

地域医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提供

体制を構築

市町村

運営方針の策定・総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン

ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分

担・連携を強化

※１ 基幹的な役割のセンター
（直営センターで実施も可）

たとえば、センター間の

総合調整、他センターの
後方支援、地域ケア推進

会議の開催などを担う

※２ 機能強化型のセンター

過去の実績や得意分野を踏

まえて機能を強化し、他の
センターの後方支援も担う

今後充実する業務については
地域包括支援センターまたは

適切な機関が実施

＜例＞
・基幹的な役割のセンターに

位置づける方法

・他の適切な機関に委託して
連携する方法

・基幹的な役割のセンターと

機能強化型のセンタ－で分
担する方法 等

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様な

主体による生活支援を充実

多様な参加の場づくりと

リハビリ専門職の適切な関与に

より、高齢者が生きがいをもっ

て生活できるよう支援

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ

アの取組を充実

生活支援コーディネーター

【参考】地域包括支援センターの機能強化のイメージ

厚生労働省資料 
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２ 認知症の人及び家族に対する支援の充実 

（１）認知症総合支援事業の推進 

本市では、認知症の人が地域において、「生きがい」をもった生活を送れるよう社会参加活動の

ための体制整備等を行うために地域包括支援センター及びサブセンターそれぞれに認知症地域支

援推進員を配置しています。認知症地域支援推進員とともに、相談体制の強化及び自治会や民

生委員・児童委員などの地域と連携して取り組んでいます。また、認知症の人やその家族に早期に

関わる認知症初期集中支援チームの設置及び主治医やものわすれ相談医による医療との連携を

図りながら、認知症に関する早期診断・早期対応を行っています。 

 

（２）認知症高齢者等事前登録制度の実施 

本事業は、令和４年度から開始した事業で、認知機能が低下した状態にある高齢者等が行

方不明となった場合に備え、事前申請・登録を行い、対象となる高齢者等の身体的特徴（写真、

身長、体型、髪型など）伝達能力・よく行く場所などの情報を共有しています。 

また、行方不明となった場合等の緊急時には、関係機関等への情報提供、「福岡県防災メール

まもるくん」への配信などにより、当該登録者等の早期発見及び保護を目的とした情報共有につな

げています。 

 

（３）認知症サポーター養成事業の推進 

認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症の人やその家族を支援する認

知症サポーターを養成するため、講師役となる認知症キャラバン・メイトと協働して認知症サポータ

ー養成講座を実施します。 

 

（４）介護従事者への基礎研修受講の義務化への対応 

国は、介護に関わる全ての人の認知症対応力を向上させていくため、令和３年度介護報酬改

定において、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有

さない者について、認知症介護基礎研修の受講を義務化し、基礎研修の受講方法は、原則ｅラ

ーニングを活用することとされています。 

本市でも、引き続き、福岡県が業務委託しているｅラーニングセンターの周知啓発を行います。 
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第３節 高齢者の活躍促進 

１ 高齢者の就労支援と多様な働き方の推進 

（１）高齢者の就労支援 

本市では、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりの構

築を推進するシルバー人材センターの運営及び活動を支援することで、高齢者の就労を支援して

います。 

本市がシルバー人材センターに委託している「高齢者家事支援サービス（家事援助）」は、今

後ニーズが増大する可能性があることから、サービスの担い手の発掘が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ボランティア活動の推進 

太宰府市ＮＰＯ・ボランティア支援センターでは、福祉をはじめ、環境や国際交流、史跡ガイド

等、幅広い分野のＮＰＯ・ボランティア団体に対して、相談、各種講座の開催、情報提供、活動

場所の提供等の支援を行っています。 

また、太宰府市社会福祉協議会では、福祉に関する活動を行っているひまわり会等のボランティ

ア団体の登録をはじめ、手話奉仕員養成講座

（受託事業）や移送サービス事業など地域福祉

に関するボランティア活動の普及啓発に取り組ん

でいます。今後も、高齢者が積極的にボランティア

活動に参画し、活動の場を広げることができるよ

う、関係機関が相互に連携、協力して現事業を

継続していく必要があります。 

 

 

福祉教育サポーター養成講座を受講したボランティアさんが活躍する様子 
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第４節 安心して暮らせる環境づくり 

１ 高齢者への移動支援の充実 

（１）高齢者運転免許証自主返納支援事業の推進 

本市では、令和２年４月１日に項に運転免許証を自主返納をした人を対象に、令和２年６

月１日から「高齢者運転免許証自主返納支援事業」を開始しています。 

運転免許証を自主返納した70歳以上の人を対象に、交通系ＩＣカード 5,000 円分（デポ

ジット代（預り金）500 円を含むので、利用額は 4,500 円となります）を交付して公共交通機

関の利用を促進し、高齢者が加害者となる交通事故の抑制を図ります。 

 

２ 災害緊急時に備えた支援体制の充実 

（１）避難行動要支援者避難支援制度の充実 

「避難行動要支援者避難支援制度」とは、一人でも多くの命を救うことを目的とした避難支援

体制づくりのために、要配慮者が「どこに」「どれだけ」居るのか、その人が「どのような状態なのか」を災

害に備えてあらかじめ把握し、本人の同意を得たうえで、地域の支援者に平常時から氏名・住所・

支援に必要な情報を提供することで、速やかな避難が行えるよう地域の中で支援していく制度です。 

地域の支援者は、自治会（自主防災組織）、民生委員・児童委員、避難支援者等を想定

しています。 

随時、避難行動要支援対象者の抽出を行い、新たなニーズの把握に努めます。また、末に名

簿に登録されている人に対しても、転出者や喪失者の把握を実施することで、災害への備えを進め

ていきます。 

 

（２）福祉避難所の指定・運営の推進 

災害発生時に高齢者や障がい者等、避難所での生活において特別な配慮を必要とする人に対

し、適切な対応を行うため各種団体・機関等と協定を締結し、既存の建物を活用した福祉避難

所を指定しています。 

また、令和元年度に災害に備えた体制強化に向けて、指定避難所である総合体育館（とびう

めアリーナ）の一部（１階軽運動トレーニング室等）を福祉避難エリアと位置付け、必要な設備

等を配置しています。 

今後は、高齢化率の上昇に対応して、収容可能人数を増加していく必要があります。 

協定締結施設数：６施設 
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第５節 介護サービスの充実 

１ 介護人材の確保及び資質の向上 

（１）介護人材の確保の推進 

高齢化の進展と生産年齢人口の減少に伴い、介護サ

ービスの需要は高まっていくものの、供給量は減少する

ことが見込まれるため、高齢者介護を支える人的基盤の

確保が求められます。 

本市では、福岡県介護福祉士会と協力し、訪問型生

活支援担い手研修を開催し、総合事業において緩和し

た基準（Ａ型）の訪問介護員の養成に取り組んでいま

す。また、福岡県社会福祉協議会が実施する「介護に

関する入門的研修」や「介護のお仕事復帰セミナー」等

の情報を市ホームページや広報紙に掲載し、市民に広く

周知しています。介護現場、特に訪問介護は人材難とな

っているため、潜在有資格者の発掘とともに、新たな人材の育成が求められています。 

 

（２）介護現場の生産性の向上と事業所の負担軽減に向けた取り組み 

介護現場の生産性の向上に向け、介護ロボット・ＩＣＴ導入を行う事業所に対し、地域医療

介護総合確保基金の活用等、必要な支援を行います。 

事業所の負担軽減に向け、本市では、令和８年３月 31 日までに「電子申請・届出システム」

の使用に向けた準備を完了する必要があることから、条例や規則の改正等を遅滞なく進めるととも

に、事業所等への周知を図ることで、文書負担の軽減を図ります。 
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第５章 介護保険事業量の推計と保険料設定 

第１節 介護保険事業量の推計 

１ 認定者と介護給付の予測 

認定者は、令和７年度に 3,643 人、令和 12 年度には 4,082 人、団塊ジュニア世代が 65

歳以上となる令和 22 年度には 5,013 人となると予測されます。認定者の増加に伴い、介護給

付費も増大していくと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

520 544 552 581 600 608 681 785 782 768 767

589 597 640 645 662 676 725
816 831 828 837
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566
608 604 608

415 416 403 396 400 403

446

547
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235 217 238 226 232 232

257

302
327 329 335

3,409 3,436 3,506 3,551 3,643 3,694

4,082

4,804
5,013 4,965 4,992
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1,000人

2,000人
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1,574,352 1,761,177
2,346,837 2,658,229 2,808,256 2,809,770 2,820,959

610,392
694,308

704,533
844,064

909,761 900,549 903,8662,482,811

2,835,668

3,172,749

3,585,318
3,781,197 3,719,421 3,755,955

4,667,555

5,291,153

6,224,119

7,087,611
7,499,214 7,429,740 7,480,780

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000
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施設サービス 居住系サービス 在宅サービス
（千円） 総給付費
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第２節 介護保険料の設定 

１ 月額保険料の設定と所得に応じた保険料設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期月額保険料（Ｒ３-Ｒ５）  第９期月額保険料（Ｒ６-Ｒ８） 

5,460 円 
上昇額  80 円 

上昇率 101.5％ 5,540 円 
 

区分 対象者 乗率 月額保険料 

第１段階 
生活保護受給者、老年福祉年金受給者 
住民税世帯非課税かつ住民税本人非課税で、公的年金等収入額と合
計所得金額の合計が 80 万円以下の人 

（0.455） 
0.285 

（2,520 円） 
1,570 円 

第２段階 
住民税世帯非課税かつ住民税本人非課税で、公的年金等収入額と合
計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下の人 

（0.62） 
0.42 

（3,430 円） 
2,320 円 

第３段階 
住民税世帯非課税かつ住民税本人非課税で、公的年金等収入額と合
計所得金額の合計が 120 万円超の人 

（0.665） 
0.66 

（3,680 円） 
3,650 円 

第４段階 
住民税世帯課税かつ住民税本人非課税で、公的年金等収入額と合計
所得金額の合計が 80 万円以下の人 

0.9 4,980 円 

第５段階 
住民税世帯課税かつ住民税本人非課税で、公的年金等収入額と合計
所得金額の合計が 80 万円超の人 

1.0 
（基準額） 

5,540 円 

第６段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 120 万円未満の人 1.2 6,640 円 

第７段階 
住民税本人課税で、合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満
の人 

1.3 7,200 円 

第８段階 
住民税本人課税で、合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満
の人 

1.5 8,310 円 

第９段階 
住民税本人課税で、合計所得金額が 300 万円以上 500 万円未満
の人 

1.7 9,410 円 

第 10 段階 
住民税本人課税で、合計所得金額が 500 万円以上 700 万円未満
の人 

1.9 10,520 円 

第 11 段階 
住民税本人課税で、合計所得金額が 700 万円以上 900 万円未満
の人 

2.1 11,630 円 

第 12 段階 
住民税本人課税で、合計所得金額が 900 万円以上 1,200 万円未
満の人 

2.3 12,740 円 

第 13 段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 1,200 万円以上の人 2.5 13,850 円 

※（ ）は公費投入による軽減前の乗率及び月額保険料 

●保険料算出の考え方 

介護保険サービスに必要な費用（利

用者負担分を除く）は、保険料と公費で

賄われています。 

このうち、第１号被保険者（65歳以

上）の保険料で負担する割合は

23.0％となっており、これを第 1 号

被保険者数で割算したものが保険料と

なります。 

65歳以上の人の

保険料23.0％

40歳以上65歳未満の人の

保険料27.0％

保険料50.0％

市町村
12.5％

都道府県
12.5％

国
25.0％


